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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う 
緊急経済対策事業の実施について（お知らせ） 

角田市では、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急経済対策事業について、新たに

３つ（５～７番）の事業を追加します。事業の概要と担当課は以下のとおりとなります。 

１ 特別定額給付金事業 

 ４月２７日現在の住民基本台帳に記載された方（外国人を含む）が対象で、1 人に
つき１０万円を給付する（申請が必要）。支給は口座振込（申請者名義）となります。 

 申請（受給）者は、世帯主となります。申請書は５月１５日から発送します。 

 送付された申請書の記載内容を確認（修正は朱書き）し、振込先口座情報等を記入。
「申請書」、「免許証など申請者本人の確認資料のコピー」、「振込口座の通帳（口座
名義人（カタカナ）や口座番号等の記載頁）のコピー」を同封の返信用封筒で返送
し、申請は完了です（詳細は送付された申請書等をご覧ください）。 

 ５月１８日から郵送で受け付けます。また、マイナンバーカードによるオンライン
申請もできます（詳しくは、総務省「特別定額給付金」で検索）。 

 申請書の審査後、５月下旬から順次申請口座へ振込みを開始予定です。 

【担当課】特別定額給付金対策班 東庁舎４階（０２２４）６３－２１５１ 

２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業 

 宮城県が緊急事態措置として、知事の休業等要請に応じて、４月２５日から５月６
日までの期間、施設の使用停止や営業時間短縮に協力した遊興施設や飲食店等を運
営する事業者に対し、協力金を支給する（申請が必要です）。 

 協力金は、1 事業所３０万円の定額（県：２０万円、市：１０万円を負担） 

 申請受付は、５月１１日（月）から８月３１日（月）まで。 

 申請書は、市のホームページからダウンロード。郵送を希望する方は、商工観光課
へご連絡ください。 

【担当課】商工観光課 市役所東庁舎２階 （０２２４）６３－２１２０    

３ 子育て世帯への臨時特別給付金事業 

 令和２年４月分（３月分含む）児童手当を受給する世帯に対し、対象児童１人につ
き１万円を支給します。 

 支給対象の方には、「給付金のお知らせ等」を郵送しますが、改めて申請は不要です。
なお、給付金の受給を辞退する方は、２週間程度の受付期間内に「受給拒否届出書」
を提出する必要があります。ただし、支給対象の方が公務員の場合は、勤務先から
児童手当受給証明を受け、別途申請が必要です。 

【担当課】子育て支援課 ウエルパーク内（０２２４）６３－０１３４     

４ 角田市中小企業振興資金新型コロナウイルス感染症対策利子助成事業 

 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた市内の中小企業が、経営
安定のため角田市中小企業振興資金の融資を受けた場合、利子の助成を行います。 

 取扱金融機関は、七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫の各角田支店となります。 

【助成対象者】  新型コロナウイルス感染症の影響で、最近１か月の売り上げが前年

（裏面に続く） 
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同月の売上高に比して５％以上～１５％未満の割合で減少した（も
しくは減少見込みがある）中小事業者で、中小企業振興資金を利用
して融資を受けた事業者 

【融資限度額】  ２,０００万円 
【助成利率】  融資利率１.７％のうち１.２％を助成（本人負担０.５％） 
【交付期間】  償還期間の範囲内で最長３年間 
【適用日等】  令和２年５月１日以降の融資実行から適用。助成金は年２回交付。 

※ 取扱金融機関に融資のご相談と併せて、利子助成についてもご相談願います。 

【担当課】商工観光課 市役所東庁舎２階 （０２２４）６３－２１２０ 

５ 角田市商工会新型コロナウイルス感染症対策事業費補助事業 

 角田市商工会が会員（市内中小企業）向けの新型コロナウイルス感染症対策事業を
実施するにあたり、市内事業者の支援を図る必要があることから財政支援を行う。 

【補助金額】   ６００万円 

【補助金交付先】 角田市商工会 

【担当課】商工観光課 市役所東庁舎２階 （０２２４）６３－２１２０ 

６ おいしいかくだ応援クーポン事業 

 市内の飲食店等の経済活動を支援するため、クーポン券を市内の世帯（特別定額給
付金支給世帯）に配布。 

 取扱事業者は、市内の店舗のうち地元店舗で飲食物の提供をしている事業者で、登
録事業者とする（別途、登録店舗の募集を行います）。 

 クーポン券の発送は６月中旬を予定。 

 クーポン券の使用期間は、６月中旬から８月下旬までの２か月間を予定。 

【クーポン券】 1 世帯２,０００円分のクーポン券（＠５００円券 4 枚）を配布 
※  １,０００円につき５００円のクーポン券が利用できます。 

【担当課】商工観光課 市役所東庁舎２階 （０２２４）６３－２１２０ 

７ 小規模事業者事業継続応援金支給事業 

 新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受けている小規模事業者に対
して、事業の継続を下支えするため応援金を支給する（申請が必要です）。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業の対象外の事業者で、飲食業を含む
サービス業、小売業を営む小規模事業者で、令和２年２月から同年６月までのうち、
ひと月の売上げが、前年同月比で、２０パーセント以上減少している事業者が対象。 

【応援金の額】 1 事業者あたり２０万円の定額 

【申請の受付】 ５月２５日（月）を予定。 

【担当課】商工観光課 市役所東庁舎２階 （０２２４）６３－２１２０ 

新型コロナウイルス感染症対策「三密（密集・密接・密閉）」の  

回避に市民一丸で取り組み、見えざる敵との闘いという国難を  

みんなで克服していきましょう！  
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